
・試験で問われる重要ポイントを見開きで整理
　上記の肢別の解説頁に加え、各項目の重要ポイントを整理した解説を
見開きで収録しています。重要ポイントでは、試験で問われることの多
い論点についてその定義、用語や制度の違い等についてコンパクトにま
とめています。
・図解・図表によって数値や制度の流れをイメージ化
　本試験では行政実例や地方公務員法に特有の奥が深い論点が出題され
ることもあります。条文数は少ないながら、さまざまな行政実例や判例
をもとに運用されてきた地方公務員法は、できる限りシンプルになるよ
うに頭の中にイメージ化することが大切です。そのために、本書では図
または表をできる限り用いています。
　巻末には地方公務員法を掲載していますので、これらの図表や図解で
イメージをつかんでから、条文に当たると構造がより明確になってきま
す。
　なお、本書は『これだけで大丈夫！ 地方公務員法40問』（2015年刊）
のタイトルを変更し、改訂したものです。出題頻度の高い問題を短期間
で習得し、一気に得点力のアップを狙うことが本書の最大の特長である
ため、この改訂を機に本書の一番の特長をタイトルに示すべく改題する
こととしました。
　受験者各位が本書をフルに活用し、難関を突破されることを期待して
おります。

　　平成30年３月
地方公務員昇任試験問題研究会　

はしがき

　本書は、自治体昇任試験を受験される方々が、短期間で地方公務員法
の対策ができるように、地方公務員法を必要最小限の40項目にまとめ、
項目ごとに頻出問題を掲載した＂スピード攻略＂ のための問題集です。
　通常、問題集を使う際には、問題を解き、解説を読んで、わからない
箇所や疑問を基本書や参考書に当たって確認するものです。本書では、
その手間が極力省けるように、各項目について五肢択一の問題と肢別の
解説、さらに解答のカギとなる重要ポイントをまとめて「解説書を兼ね
た問題集」としました。
　自治体の昇任試験における地方公務員法では、条文数は少なく試験に
出るところは限られていますので、本書を利用して頻出項目を重点的に
勉強するのが一番の早道です。本書を繰り返し解くことで、基本的な知
識と解答力を確実に身に付けることができます。
　本書は、次のような特徴をもっています。
・最新の地方公務員法改正に対応
　特別職の任用及び臨時的任用の厳格化、「会計年度任用職員」等の一
般職非常勤職員の任用等に係る平成29年５月公布（平成32（2020）年４月
１日施行）の地方公務員法改正に対応しています。
・地方公務員法の頻出問題を収録
　過去10年間の本試験で実際に出題された問題から、頻出問題を掲載し
ています。各設問にはさらに出題頻度の高い順に★★★、★★、★の３
段階でランクを付けているので、時間のないときには頻度の高い順で学
ぶとより効果的です。
・五肢択一の問題と肢別の解説を見開きで掲載
　五肢択一の問題を左頁に、各肢に対応する解説を右頁に掲載しました。
解説の頁には、正答にたどり着くためには、何が決め手になるのかにつ
いても掲載しています。
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★★★

　一般職と特別職の区別は、よく出題される問題です。解説で、そ
の区別を整理しましょう。
　一般職は、成績主義に基づいた、終身雇用の専務職です。特別職
以外が一般職であり、地方公務員法が適用されます。
　特別職には、信任就任職、非専務職、自由任用職の３種類があり
ます。

1　誤り。一般職の職員を引き続き特別職の秘書に任命する場合に
は、その者が一般職を退職することが必要です（行実昭26・3・
13）。

2　誤り。特別職たる者に、一般職たる者の行う事務の取扱を兼ね
て行わせている場合は、一般職に属する地方公務員として同時に
地方公務員法の全面的適用をも受けます（行実昭26・5・10）。
3　誤り。特別職としての就任について公選又は地方公共団体の議
会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職がありま
す（法３③Ⅰ）。就任に当たっては「地方公共団体の長の同意」
ではなく、「議会の同意」によることを必要とする職です。
4　誤り。平成27年４月１日施行の地方教育行政の組織及び運営に
関する法律の改正により、教育長は長が議会の同意を得て任命す
ることになりましたので、特別職です。改正前は、問題文のよう
な行政実例がありました（行実昭26・3・13）。

5　正しい。国の指定統計調査事務に従事する統計調査指導員のう
ち、地方公共団体の長の任命に係るものは、特別職（法３③Ⅲ）
の地方公務員です（行実昭35・9・19）。

正解　5

一般職又は特別職①1
　地方公務員法に規定する一般職又は特別職に関する記述として、
妥当なのはどれか。
1　一般職の職員を引き続き条例をもって指定された特別職の秘書
に任命する場合には、身分保障の必要上、その者は一般職を退職
する必要はない。
2　特別職たる者に、一般職たる者の行う事務の取扱を兼ねて行わ
せている場合においても、当該特別職たる者は、一般職に属する
地方公務員として同時に地方公務員法の適用を受けることはな
い。
3　特別職には、就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙
若しくは議決によることを必要とする職のほか、当該地方公共団
体の長の同意によることを必要とする職が含まれる。
4　教育長は、一般職に属する地方公務員であり、ただその職務と
責任の特殊性に基づいて、他の職員と異なる特例的規制を受ける
ものにすぎない。
5　国の指定統計調査事務に従事する統計調査指導員のうち、地方
公共団体の長の任命に係るものは、当該任命権者の属する地方公
共団体の特別職の地方公務員である。
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必修項目 3種類の特別職

❷ポイント 特別職は信任就任職、非専務職、自由任用職の３種類

Ｂ　非専務職（地方公務員を本来の職業とするのではなく、特定の
場合にだけ、一定の知識や経験に基づいて、随時、地方公共団体
の業務に参画する者の職）

Ｃ　自由任用職（成績主義によらず、任命権者が個人的、政治的関
係などにより自由に任用する職）

重要ポイント1
❶ポイント 特別職以外はすべて一般職

　地方公務員法は、人事行政に関する根本基準を確立することを目
的としていますが（法１）、この法律で定める地方公務員は、成績
主義に基づいた、終身雇用の専務職を想定しています。
　この想定になじまないものを特別職とし、特別職以外の一般職の
地方公務員にのみ、地方公務員法を適用することにしています（法
４①）。

　特別職は、恒久的でない職又は常時勤務することを必要としない
職であり、かつ職業的公務員でない点において一般職と異なります
（行実昭35・7・28）。次の３種類があります。
　それぞれの特別職の定義、分類とその例を示します。

Ａ　信任就任職（就任について、公選又は地方公共団体の議会の選
挙、議決、同意によることを必要とする職、法３③Ⅰ）。

①　公選 地方公共団体の長、議会の議員（自治法 17）など

②　議会の選挙 選挙管理委員会の委員（自治法 182）

③　議会の議決・同意 副知事、副市町村長（自治法 162）
監査委員（自治法 196）
人事、公平委員会の委員（法９の２）
教育委員会の教育長、教育委員（地教法４）

①　法令又は条例・規則・規程に
より設けられた委員等で臨時
又は非常勤の者（法３③Ⅱ）

民生委員（民生委員法５）
建築審査会の委員（建築基準法 79）

②　臨時又は非常勤の顧問、参与、
調査員、嘱託員等（専門的な知
識経験等に基づき、調査等を
行う者に限る＊）（法３③Ⅲ）

非常勤の公民館長
臨時又は非常勤の学校医

③　投票管理者、開票管理者等（法
3③Ⅲの２）（＊）

④　非常勤の消防団員、水防団員
（法 3③Ⅴ）

（＊）②の（　）中と③は、平成 32・4・1 施行

①　地方公営企業の管理者、企業団の企業長（法３③Ⅰの２）

②　都道府県労働委員会の委員（法３③Ⅱの２）

③　長、議長等の秘書の職で条例で指定する者（法３③Ⅳ）

④　特定地方独立行政法人の役員（法３③Ⅵ）

■地方公務員の分類

一般職＝特別職以外の一切の職（法３②）

３種類の特別職 Ａ　信任就任職
Ｂ　非専務職
Ｃ　自由任用職


